
 

 

 
 

財務省『財政審』4/15 

 財務省は 4 月 15日「財政制度等審議会財政制度分科会」で『社会保障』（総論・年金・医療・介護・障害・子

育て・その他）制度について集中議論を行いました。（財政審は財政健全化に向けた『建議』（毎年）をまとめてお

り、今回は膨張する社会保障費をどう抑制するかをテーマに現状と今後の方向性を議論しました。） 

 「医療」分野に関する議論では、（以下、要旨） 

 コロナ禍における医療の現状を、人口当たりの病院数や病床数が欧米よりも多い中で、感染者数が少ないにも

かかわらず医療提供体制がひっ迫した。これは、病院・病床当りの医療従事者が少なく手薄であることが原因。  

実際に病床当りの医療従事者が少ない医療機関では、新型コロナ患者の受入実績が少ない。つまり「医療資源が

散在し、手薄な人的配置となっている我が国の医療提供体制の脆弱さの一端が明らかになった」とし、さらには

「少子高齢化が進む中で、医療従事者を増加させるという選択肢に限界がある」と指摘し、「医療機関の役割分担

の明確化や連携体制の構築などにより、人的資源の効果的な配置・活用が必要だ」と指摘しました。 

こうした現状認識に基づき、 

①2022年診療報酬改定の議論を前に「医療提供体制の改革なくして診療報酬改定なし」と強い見解を主張しまし

た。 

②「地域医療構想の実現」「医療従事者の働き方改革」「医師偏在対策」の三位一体での推進が重要。時計の針を

戻すのではなく,進めることが求められる」と強調。 

③「急性期一般入院料１」（旧７対１相当）の算定病床数の適正化が進んでいないことから「医療資源が散在する

低密度医療の現状の改革につながらなければ、財政資源としても散財となりかねない」と指摘し、「あり方の真摯

な見直しが必要」（さらに算定基準を厳しくし限定していく方向を示唆？！） 

④精神病床についても「地域医療構想と一層連携することが必要」（一般医療の必要病床数と同様の計画を求め

る？） 

⑤コロナ禍における医療機関の経営危機は「マクロとしては減収を補い得る額が措置されている」との見方を示

し、個別医療機関で対応が必要なケースもあるから、（今後は）「診療報酬の不足は診療報酬で補うことが自然」

との理由から、前年同月や前前年同月を水準とした診療報酬の「概算払い」方式を提案。＊但し、コロナ患者に

対応していない医療機関への支援策は見直し、一定数のコロナ患者受入れをしている医療機関に限定する。 

⑥医療機関の「事業報告書」をデータベース化し経営状況を迅速に把握、「見える化」を提案。 

＊分科会では、医療だけにとどまらず、社会保障制度全般について、「全世代型社会保障」の実現に向けた様々な
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制度の運営に言及し、「社会保障制度を維持する

には公的サービスの縮小と負担増は避けられな

い」を論議の基調として、コロナ禍でも改革（改

悪であるが）を進める強いメッセージを発し、

「社会保障制度」を所管する厚生労働省の今後

の施策の具体化に強い圧力をかけています！  

厚労省が、財政審や政府の「骨太方針」での言

及・方針設定を丸呑みした施策設定を行わない

よう、さらなる地域医療の再生・拡充を求める

共同行動を広げていく事が求められます！ 

 

 


